
 

 

 

 

 

 

 

北海道電子処方箋の活用・普及促進事業に係る 

仕入控除税額報告マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課税売上や課税仕入の区分など、消費税や確定申告に関することについては、

所管の税務署にお問い合わせください。 



１ 仕入控除税額報告の概要 

 (1) 消費税の納付と補助金（助成金）について 

   事業者は、課税売上げに係る消費税から、課税仕入れに係る消費税額（以下「仕入控除税額」

という。）を控除した金額を、税務署に納付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   一方、補助金（今回の助成金を含みます）は、消費税の負担を目的した部分があるにも関わら

ず、制度上、非課税売上として計上されており、結果として、補助金（助成金）に組み込まれた

消費税相当額が、消費税負担（支出）という目的に使用されないことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 報告の目的について 

   (1)の理由により、助成金交付要綱では、交付の条件として助成事業完了後に、消費税及び地方消

費税（以下「消費税等」という。）に係る仕入控除税額の報告を定めており、これを行わないと交付

条件違反として、助成金の返還となる場合があります。 

   なお、報告された仕入控除税額（返還額）については、後日、道から納付書（請求書）を発行

しますので、事業者は、金融機関の窓口で納付してください。 

 

  



２ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告手順 

 (1) 消費税等仕入控除税額の計算 

  報告にあたっては、まず消費税等仕入控除税額を計算します。 

・消費税の確定申告義務がない場合 

なお、 ・簡易課税方式で確定申告をしている場合  については、以下の②～⑥は不要です。 

・特定収入割合が５％を超える場合     (2)のみ行ってください。 

   ※消費税等の仕入控除税額の報告は、「額の確定ごと」に行う必要があります。 

    複数回の確定を受けている場合は、合算等せず、額の確定ごとに入力を行ってください。 

 

① 以下の道のホームページから、エクセル様式の「（別記様式別紙）助成金に係る消費税等仕入控

除税額の内訳」をダウンロードします。 

    https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/212961.html 

  ② エクセルのタブから、「95%以上」、「個別対応」、「一括比例」のいずれかを開きます。 

    「95%以上」：課税売上割合が 95%以上の事業者の場合 

    「個別対応」：課税売上割合が 95%未満の事業者で個別対応方式を採用している場合 

    「一括比例」：課税売上割合が 95%未満の事業者で一括比例配分方式を採用している場合 

   ＜判別方法＞エクセル２ページ目 

    １．課税売上（Ｂ）に、確定申告書の⑮を記入。 

    ２．非課税売上（Ｃ）に、確定申告書の⑯－⑮を記入。 

    ３．課税売上割合（Ｄ）が自動計算されます。 

（記載例） 

 

  ③ ア 助成金確定額（Ａ）を記入します。 

     ※額の確定通知書の「合計額」と一致します。 

  ④ ウ 助成対象経費を記入します。 

（記載例） 

 

 

 

 

 

 

 

※総計（Ｅ）は、申請書の「対象事業費」の額と一致します。  

 

電子処方箋を

導入した 

年度のもの 



＜額の確定通知書＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜申請書例＞ 

 
 

  ⑤ 「助成金に係る消費税等仕入控除税額」が自動計算されます。 

  ⑥ エクセルを任意のフォルダに保存してください。（あとで使います。） 



 (2) 電子申請フォームへの入力 

  次に、電子申請フォームに消費税等仕入控除税額を入力します。 

 

  ① 電子申請フォームに以下からアクセスします。 

https://www.harp.lg.jp/xiTpKbXo 

 

 

  ② 必要事項を順に入力してください。 

   [1]医療機関等の名称 

   [2]保険医療機関コード【10桁で記載】 

   [3]助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

【エクセルより転記。又は、「0」円を記入】 

   [4]消費税申告義務の有無（０円の場合、チェック） 

   [5]事業内容（「基本機能」、「追加機能」、「基本機能と追加機能の同時」から選択） 

[6]助成金の額の確定額（仕入控除税額が 0 円の場合は入力不要） 

   [7]郵便番号（親）（仕入控除税額が 0 円の場合は入力不要） 

   [8]郵便番号（子）（仕入控除税額が 0 円の場合は入力不要） 

   [9]医療機関等の住所（仕入控除税額が 0 円の場合は入力不要） 

   [10]担当者氏名 

   [11]担当者メールアドレス 

   [12]担当者電話番号 

   [13]算出データ「（別記様式別紙）助成金に係る消費税等仕入控除税額の内訳」 

※【(1)で保存したエクセルを添付。】（(1)で②～⑥の作業を省略した場合も、空のまま添付。） 

   [14]添付書類【＜添付すべき書類＞をＰＤＦ等で添付】 

 

＜添付すべき書類＞ 

（１）消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

（２）消費税確定申告書付表２「課税売上高・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

 

【助成事業者等が消費税法第 60条第 4項に定める法人等である場合】 

特定収入割合が５パーセント以下であることを確認できる資料 

【免税事業者の場合】 

助成事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定申告書の写し

（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

【簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合】 

助成事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課税用）の写し（税務署の収受印等のあ

るもの） 

 

 

https://www.harp.lg.jp/xiTpKbXo

